
う 292-3121　え 292-5400　お webmaster@town.ogose.saitama.jp役場ですハイ！
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西入間交通安全協会越生支部の会員を募集しています
　西入間交通安全協会越生支部では、交通道徳を高揚し交通マナーの向上を図ることにより、交通事
故のない安全で明るい地域社会をつくることを目的としている団体です。
入会できる方　町内在住で、運転免許を持っており、心身ともに健康な方（男女問わず）
活動内容　・春・夏・秋・冬の交通安全運動期間中における街頭啓発活動や児童の登校時間帯での立

哨指導
　　　　　・越生まつりや越生梅林梅まつりなどのイベントで

の交通整理
　　　　　・視察研修にて交通安全に関する施設や団体を訪問
　　　　　・定期総会や役員会などの会議　　など
　　　　　※活動はボランティア（無報酬）で、制服・制帽な

どの物品は無償で支給します。
　　　　　※団体傷害保険に加入の上、各種活動を実施してい

ます。

あ総務課　地域支援・防災安全担当　う内線 216

防災無線 が聞こえなかった…

そんな時には

TEL 0800-800-8099（無料）

防災行政無線テレホンサービス
①聞こえない… ②電話しよう ③聞こえた！

メール配信サービスもあります

登録は…

に空メールを送るだけ！

越生町メール配信サービス

ogose@entry.mail-dpt.jp
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ウメ・モモ・サクラを枯死させる
特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の活動が始まります

クビアカツヤカミキリ防除対策薬剤交付について

　クビアカツヤカミキリは海外から侵入し、生態系等に問題を引き起こ
すとして、特定外来生物に指定されました。
　幼虫は、ウメ、サクラ、モモ、スモモなどの樹木の内部を激しく食い
荒らし、大量のフラス（糞と木屑が混ざったもの）を排出します。
　１本の木に複数の個体が侵入すると、枯死することがあります。

　越生町の特産果樹である梅を特定外来生物に指定されているクビアカツヤカミキリからの被害を防
除することを目的として、薬剤を交付します。
内容　交付対象者　町内に梅の木を所有する方
　　　交 付 内 容　アクセルフロアブル（500 ㎖）の交付（同一年度上限２本）
　　　申 請 方 法　申請書に必須事項を記入し、産業観光課窓口に提出してください。
〇クビアカツヤカミキリ被害拡大防止に関する町民の皆様へのお願い
　　町内でクビアカツヤカミキリが発見されてから約２年が経過し、埼玉県やいるま野農業協同組合

と協力しながら被害対策を講じてきましたが、凄まじいスピードで被害が拡大しています。
　　今後、町の梅産業を守り、クビアカツヤカミキリの被害拡大を食い止めるためには、町民の皆様

の協力も必要となります。
　　ぜひ、発見した場合には、下記のとおり対応をお願いいたします。
・町民の皆さんにやっていただきたいこと
① 公園や河川など近くにあるウメやサクラにフラスが出ているか確認をお願いします。
② 成虫を見つけた場合は、踏みつぶすなどして、必ず駆除してください。
　※生きたまま持ち運ぶことは法律で禁止されています。
③ フラスを確認した場合は、下記担当までご連絡ください。
あ産業観光課　梅担当　う内線143・144

１．春先から幼虫の活動が始まります。	
２．成虫は全体に光沢のある黒色で、首回り（前

胸背板）の赤色が特徴で、６月～８月上旬
に成虫となって樹木の外に出てきます。１
匹の成虫から 1,000 個近くの卵を樹皮の
割れ目に産卵し、繁殖力が旺盛です。

３．ウメやサクラなどバラ科の樹木にフラスを
発見した場合には、下記問い合わせ先まで
ご連絡ください。

　
〇クビアカツヤカミキリの詳細は、
　町のホームページをご覧ください。
〇クビアカツヤカミキリの成虫やフラスの画像

は広報２月号５ページの「町長室から」をご
覧ください。

あ産業観光課　梅担当　う内線143・144

（クビアカツヤカミキリの成虫）
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　　　　　　・これまでの対応状況
令和５年６月　町内で初めてクビアカツヤカミキリによ

るフラスがプラムの木から確認される
令和５年６月　被害木に成虫分散防止対策（ネット巻

き）を実施
令和５年７月　注意喚起についてチラシを全戸配布
　　　　　　　　初めてウメの木からフラスが確認される

（31 日）
令和５年10月　いるま野農業協同組合越生支店による

クビアカツヤカミキリ出前講座を実施
（講師：埼玉県環境科学国際センター）

令和６年２月　広報２月号で注意喚起について掲載
令和６年４月　梅農家に対する薬剤交付を開始
令和６年７月　広報７月号で注意喚起及び薬剤交付に

ついて掲載
令和６年８月　注意喚起及び薬剤交付についてチラシ

を全戸配布
令和７年６月　広報２月号で薬剤交付について掲載
令和７年11月　注意喚起についてチラシを全戸配布

令和５年６月～現在：フラスや成虫が発見された場合の確
認・捕殺・被害防止対策

※町有地にある梅の木への薬剤散布、被害木へのネット巻
き、サクラの木への薬剤注入、被害木の伐採、チッパー
による粉砕処分等
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